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別表十二(三)
｢17｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定事業再編投資損失準備金の損金算入を適用している場合

　①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第68条の43の３第１項｣※１又は｢第68

　　 条の43の３第２項｣※２

　②　｢区分番号｣欄：｢10526｣

　③　｢適用額｣欄：当該別表十二(三)｢17｣欄の金額(円単位)

　※１　第68条の43の３第１項

　　　　 平成26年４月１日以後に開始した連結事業年度

　※２　第68条の43の３第２項

　　　　 平成26年４月１日前に開始した連結事業年度等　

｢17｣欄


